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す
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則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
号

　
　
　

 

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
三
号
中
「
で
あ
っ
て
、」
を
「
の
う
ち
」
に
改
め
、「
い
う
。）」
の
下
に
「
及
び
火
力
（
地
熱
を
利
用
す
る

も
の
を
除
く
。）
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
も
の
（
以
下
「
火
力
発
電
所
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
の
十
の
項
中

「

ホ 　

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
出

力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
増
加
す
る

も
の
に
限
る
。）

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
事
業
実

施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に

指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
出
力
が
五

千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
増
加
す
る
も
の
に
限
る
。）

」

を「

ホ 　

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
出

力
が
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
増
加
す
る

風
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
事
業
実

施
区
域
内
に
環
境
保
全
の
観
点
か
ら
法
令
等
に
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も
の
に
限
る
。）

指
定
さ
れ
た
地
域
が
あ
り
、
か
つ
、
出
力
が
五

千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
増
加
す
る
も
の
に
限
る
。）

ヘ 　

火
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
（
出

力
が
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
も

の
に
限
る
。）

火
力
発
電
所
の
設
置
の
工
事
の
事
業
（
出
力
が

三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト

未
満
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）

ト   
火
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
出

力
が
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
増
加
す
る

も
の
に
限
る
。）

火
力
発
電
所
の
変
更
の
工
事
の
事
業
（
出
力
が

三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
七
万
五
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト

未
満
増
加
す
る
も
の
に
限
る
。）

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
十
の
項
中
「
受
理
又
は
」
を
「
受
理
、」
に
改
め
、「
の
通
知
の
受
理
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
三
の
十
の
項
中
「
届
出
又
は
」
を
「
届
出
、」
に
改
め
、「
の
通
知
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
四
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十 

三　

別
表
第
一
の

十
の
項
の
ヘ
又
は

ト
に
該
当
す
る
対

象
事
業

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出

力

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

増
加
し
な
い
こ
と
。

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル
以

上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

原
動
力
に
つ
い
て
の
汽
力
、

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
力
又

は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
の
別

燃
料
の
種
類

冷
却
方
式
に
つ
い
て
の
冷
却

塔
、
冷
却
池
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別

　

別
表
第
五
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十 

四　

別
表
第
一
の

十
の
項
の
ヘ
又
は

ト
に
該
当
す
る
対

象
事
業

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出

力

発
電
所
又
は
発
電
設
備
の
出
力
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

増
加
し
な
い
こ
と
。

対
象
事
業
実
施
区
域
の
位
置

変
更
前
の
対
象
事
業
実
施
区
域
か
ら
三
百
メ
ー
ト
ル
以

上
離
れ
た
区
域
が
新
た
に
対
象
事
業
実
施
区
域
と
な
ら

な
い
こ
と
。

原
動
力
に
つ
い
て
の
汽
力
、

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
、
内
燃
力
又

は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
の
別

燃
料
の
種
類

冷
却
方
式
に
つ
い
て
の
冷
却

塔
、
冷
却
池
又
は
そ
の
他
の

も
の
の
別

年
間
燃
料
使
用
量

年
間
燃
料
使
用
量
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し
な
い

こ
と
。

ば
い
煙
の
時
間
排
出
量

ば
い
煙
の
時
間
排
出
量
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
し

な
い
こ
と
。

煙
突
の
高
さ

煙
突
の
高
さ
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
な
い
こ
と
。

温
排
水
の
排
出
先
の
水
面
又

は
水
中
の
別

放
水
口
の
位
置

放
水
口
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
移
動
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
当
該
施
行
に
よ
り
新
た
に
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
第

二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
事
業
と
な
る
事
業
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。）
前
に
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
の

申
請
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
（
施
行
日
以
後
、
そ
の
内
容
を
変
更
せ

ず
、
又
は
改
正
後
の
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
の
み
を
し
て
実

施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、環
境
影
響
評
価
条
例
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
は
、適
用
し
な
い
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
九
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理

に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

有
限
会
社
安
田
工
務
店

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
西
頭
無
四
十
三
番
地
の
四
十
六

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

安
田　

健

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　

 　

宮
城
県
亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
白
川
十
九
番
三
、
十
九
番
四
、
十
九
番
十
一
、
三
十
四
番
一
、
三
十
五
番
二
十
二
、

三
十
四
番
一
地
先
水
路
の
一
部

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

が
れ
き
類
の
破
砕
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

が
れ
き
類
、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器
く
ず

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
（
塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
（
塩
釜
保
健
所
岩
沼
支
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
一
月
十
九
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

崔　
　

元
吉

循
環
器
科

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院

機
構　

宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器

病
セ
ン
タ
ー

栗
原
市
瀬
峰
根
岸
五
十
五
番
二
号

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

新

旧

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

江
川　

南
翔

内

科

医
療
法
人
社
団　

仙
石
病
院

東
松
島
市
赤
井
字

台
五
十
三
番
七
号

石
巻
市
立
牡
鹿
病

院

石
巻
市
鮎
川
浜
字

清
崎
山
七
番
地

松
浦　

真
樹

内

科

小
児
科

医
療
法
人
新
樹
会

ま
つ
う
ら
内
科
小

児
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
崎
市
古
川
大
宮

一
丁
目
一
番
七
十

九
号

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西

道
下
七
十
一
番
地

磯
上　

勝
彦

神
経
内
科

医
療
法
人
社
団
蔵

王
会

仙
南
サ
ナ
ト
リ
ウ

ム

白
石
市
大
鷹
沢
三

沢
字
中
山
七
十
四

番
十
号

地
方
独
立
行
政
法

人
宮
城
県
立
病
院

機
構　

宮
城
県
立

循
環
器
・
呼
吸
器

病
セ
ン
タ
ー

栗
原
市
瀬
峰
根
岸

五
十
五
番
二
号

小
野
久
仁
夫

泌
尿
器
科

医
療
法
人
社
団　

仙
石
病
院

東
松
島
市
赤
井
字

台
五
十
三
番
七
号

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西

道
下
七
十
一
番
地

石
井　
　

洋

内

科

医
療
法
人
清
仁
会

中
新
田
ク
リ
ニ
ッ

ク

加
美
郡
加
美
町
字

大
門
二
十
番
地

公
立
佐
沼
総
合
病

院

登
米
郡
迫
町
佐
沼

字
下
田
中
二
十
五

番
地

佐
々
木
幸
則

内

科

石
巻
市
立
病
院

石
巻
市
穀
町
十
五

番
一
号

登
米
市
立
豊
里
病

院

登
米
市
豊
里
町
土

手
下
七
十
四
番
一

号

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地
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木
崎　
　

德

泌
尿
器
科

医
療
法
人
宏
人
会　

石
巻
ク
リ
ニ
ッ

ク

石
巻
市
錦
町
六
番
四
十
五
号

川
又　

朋
麿

整
形
外
科

医
療
法
人
寶
樹
会　

仙
塩
利
府
病
院

宮
城
郡
利
府
町
青
葉
台
二
丁
目
二
番

百
八
号

森
安　

章
人

内

科

石
巻
市
立
病
院

石
巻
市
穀
町
十
五
番
一
号

淺
沼　

清
孝

消
化
器
内
科

石
巻
市
立
病
院

石
巻
市
穀
町
十
五
番
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
唐
桑
支

所
の
地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

気
仙
沼
市
唐
桑
町
上
小
鮪

五
十－

五

三
浦　

理
市

気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
長
根

百
九
十
七－

十

佐
々
木　

正
利

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

十
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

気
仙
沼
市

総
ト
ン
数
二
十

平
成
二
十
九
年

気
仙
沼
市
二
ノ
浜
百
七
十

漁
業
災
害
補
償

三
人

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
気
仙
沼

地
区
支
所

の
地
区
の

う
ち
鹿
折

の
区
域
）

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

二
月
一
日

八－

二

小
松　

靖

気
仙
沼
市
大
浦
百
七
十
九

小
野
寺　

俊
光

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
気
仙
沼

地
区
支
所

の
地
区
の

う
ち
階
上

の
区
域
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

気
仙
沼
市
岩
月
千
岩
田
三

百
十
六－

二

尾
形　

哲
夫

気
仙
沼
市
字
波
路
上
後
原

七
十
六

芳
賀　

智
明

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
六
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

気
仙
沼
市
本
吉
町
小
金
沢

八
十
四

千
葉　

隆

気
仙
沼
市
本
吉
町
赤
牛
五

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

四
人
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の
大
谷
本

吉
支
所
の

地
区
の
う

ち
本
吉
出

張
所
以
外

の
区
域
）

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

十
三－

二

芳
賀　

千
鶴
男

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
七
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
大
谷
本

吉
支
所
の

地
区
の
う

ち
本
吉
出

張
所
の
区

域
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

気
仙
沼
市
本
吉
町
蔵
内
百

八－

一

三
浦　

正
一

気
仙
沼
市
本
吉
町
柳
沢
百

十
三－

一

三
浦　

德
雄

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
八
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

馬
場
八
十
四－

一

千
葉　

浩
樹

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

小
沼
三
十
八－

一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

二
十
五
人

所
の
地
区
）
て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

及
川　

一
志

に
規
定
す
る
漁

業

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
十
九
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
志
津
川

支
所
の
地

区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
権
現
八
十
六

熊
谷　

幸
治

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
大
森
六
十
四

渡
辺　

京
子

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

北
上
町
十

三
浜
支

所
、
河
北

町
支
所
、

雄
勝
町
東

部
支
所
及

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

石
巻
市
雄
勝
町
大
須
字
舘

森
百
三
十
九

西
條　

博
利

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

石
生
百
十
四－

一

武
山　

留
吉

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人
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び
雄
勝
町

雄
勝
湾
支

所
の
地
区
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
一
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

寄
磯
前
網

支
所
の
地

区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

石
巻
市
寄
磯
浜
前
浜
五
十

坂
本　

俊
一

石
巻
市
前
網
浜
前
網
九

渡
辺　

公
男

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

十
四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

谷
川
支
所

の
地
区
の

う
ち
鮫
浦

の
区
域
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

石
巻
市
鮫
浦
細
田
三
十
一

阿
部　

富
士
男

石
巻
市
鮫
浦
細
田
三
十

阿
部　

功

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

谷
川
支
所

の
地
区
の

う
ち
泊
浜

の
区
域
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

石
巻
市
泊
浜
平
畑
十
七－

一阿
部　

忠
行

石
巻
市
泊
浜
釜
ノ
上
四－

一阿
部　

友
廣

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

六
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

女
川
町
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

女
川
町
支

所
の
地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜
字

指
ヶ
浜
二
十
七

鈴
木　

忠
一
郎

牡
鹿
郡
女
川
町
御
前
浜
字

御
前
百
三

相
原　

廣
悦

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

五
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
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の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

網
地
島
支

所
及
び
表

浜
支
所
の

地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
船
び

き
網
又
は
す
く

い
網
を
使
用
し

て
い
さ
だ
を
と

る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業

平
成
二
十
九
年

二
月
一
日

石
巻
市
給
分
浜
後
山
一－

六木
村　

初
雄

石
巻
市
小
淵
浜
小
淵
六－

二木
村　

満
翁

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

十
一
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
一
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
七
号

　

農
地
中
間
管
理
機
構
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
ま
で
、
次
の
と
お

り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
二
の
と
お
り

二　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
六
日

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
農
業
振
興
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域　変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
西
舘
無
番
地
先
か
ら

同
市
迫
町
北
方
字
紫
雲
山
無
番
地
先
ま
で

前

一
〇
・
一
〜

 

一
二
・
五

 

一
七
一
・
四

後

一
一
・
八
〜

 

二
四
・
三

 

一
七
一
・
四

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
九
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
四
・
八
号
御
所
入
湊
線

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
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律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
駐
車
場

　

２　

名
称　

二
号
石
巻
駅
前
自
転
車
駐
車
場

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

南
三
陸
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

志
津
川
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設

　

２　

名
称

　
　
　

志
津
川
地
区
一
団
地
の
津
波
防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
志
津
川
中
央
地
区

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
な
し

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
宮
城
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号
）
の
事
業
地
の
字
助
作
及

び
、
字
城
場
を
削
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
二
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
北
歴
史
博
物

館
に
お
け
る
特
別
展
「
世
界
遺
産
ラ
ス
コ
ー
展
ク
ロ
マ
ニ
ヨ
ン
人
が
残
し
た
洞
窟
壁
画
」
宮
城
展
前
売
観
覧
料
に
係
る

使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
二
番
二
十
八
号

　
　

株
式
会
社
河
北
新
報
社

　
　

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
香
澄
町
二
十
六
番
一
号

　
　

東
北
放
送
株
式
会
社

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

け
や
き
薬
局
石
巻
店

石
巻
市
恵
み
野
五
丁
目
十－

三

平
成
二
十
九
年
二
月
一
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地



（9）　平成29年２月17日　金曜日 第2834号宮　　城　　県　　公　　報

変
更
前

め
で
し
ま
の
里
オ
レ
ン
ジ
薬

局

名
取
市
愛
島
笠
島
字
野
田
三
十
八－

四

変
更
後

め
で
し
ま
の
里
オ
レ
ン
ジ
薬

局

名
取
市
愛
島
郷
一
丁
目
十
六－

二
十
五

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

指
定
辞
退
年
月
日

有
限
会
社
サ
イ
カ
薬
局

調
剤

伊
具
郡
丸
森
町
字
鳥
屋
四－

一

平
成
二
十
六
年
八
月
二

十
九
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
高
舘
川
上
字
東
北
畑
四
番
十
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
太
白
区
柳
生
四
丁
目
八
番
地
の
三
パ
ル
コ
ー
ト

Ｂ
棟
二
〇
一

 

大
槻　

ユ
リ　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
赤
井
字
寺
六
十
四
番
八

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
松
島
市
赤
井
字
中
二
号
五
十
七
番
地
二

 

大
坂　

一
彦　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

秋
本
好
則
後
援
会

秋
本　

好
則

渡
辺　

京
子

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
白
幡
一－

六－

三

七

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
四
日

阿
部
ひ
ろ
あ
き
後
援
会

阿
部　

浩
章

畑
山　

輝
行

石
巻
市
貞
山
三－

三－

一
〇

平
成
二
十
九
年

 

一
月
三
十
一
日

及
川
ま
さ
の
り
後
援
会

及
川　

昌
憲

及
川　
　

充

登
米
市
南
方
町
大
袋
二
一
〇

平
成
二
十
九
年

 

一
月
四
日

小
関
幸
一
後
援
会

松
村　

行
衛

小
関　

洋
子

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
関
四
九

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
四
日

ご
の
い
惣
一
郎
後
援
会

石
川
儀
一
郎

遠
藤　

慶
一

東
松
島
市
赤
井
字
川
前
五
番
七
四

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
三
日

斎
藤
と
お
る
後
援
会

星　
　

和
樹

横
山　
　

章

東
松
島
市
赤
井
字
星
場
二
〇
二

平
成
二
十
九
年

 

一
月
十
日

佐
藤
さ
と
し
後
援
会

白
鳥　

徳
義

佐
藤　

正
行

栗
原
市
築
館
字
黒
瀬
下
屋
敷
六
一－

二

平
成
二
十
九
年

 

一
月
十
八
日

高
橋
ゆ
た
か
後
援
会

高
橋　
　

豊

高
橋　
　

豊

柴
田
郡
大
河
原
町
字
錦
町
六－

六

平
成
二
十
九
年

 

一
月
六
日

手
代
木
せ
つ
こ
後
援
会

手
代
木
せ
つ
子

手
代
木
せ
つ
子

東
松
島
市
牛
網
字
駅
前
二－

二
七－

一

〇

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
七
日

土
井
み
つ
ま
さ
後
援
会

土
井　

光
正

土
井
す
み
江

東
松
島
市
大
曲
字
貝
田
七
〇

平
成
二
十
九
年

 

一
月
十
日

ふ
る
か
わ
泰
広
後
援
会

鈴
木　
　

忠

古
川　

宣
子

東
松
島
市
小
野
字
裏
丁
九
八

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
三
日

ふ
る
か
わ
泰
広
は
げ
ま

添
田　
　

尚

小
林　

世
明

東
松
島
市
小
野
字
裏
丁
九
八

平
成
二
十
九
年
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す
会

 

一
月
二
十
三
日

森
と
し
子
を
支
え
る
会

児
玉　

芳
江

森　
　

俊
道

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
土
手
内
二－

二－

一
二

平
成
二
十
九
年

 

一
月
十
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

民
進
党
宮
城
県
第
２
区

総
支
部

林　
　

宙
紀

会
計
責
任
者

の

氏

名

平
井　

緑
子

小
野
寺　

健

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
七
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

伊
藤
ゆ
う
こ
後
援
会

伊
藤　

静
雄

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
菜

切
谷
字
清
水
一
一

四－

四

加
美
郡
加
美
町
上

狼
塚
字
東
北
原
一

二－
一
一
六

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
三
日

猪
股
洋
文
後
援
会

大
山　
　

匡

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
々
木
盛
雄

高
橋　

秋
雄

平
成
二
十
九
年

 

一
月
十
八
日

き
む
ら
清
一
後
援
会

片
倉　

勇
規

代

表

者

の

氏

名

片
倉　

勇
規

及
川　

胤
雄

平
成
二
十
九
年

 

一
月
二
十
七
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

豊
島　

栄
一

近
藤　

孝
雄

く
ま
が
い
大
後
援
会

菅
井　
　

茂

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の

区

分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

平
成
二
十
八
年

 

十
二
月
三
十
一
日

政
治
結
社
尊
皇
至
誠
會

官
澤　

政
昭

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
成
田
六－

八－

九

黒
川
郡
富
谷
町
成

田
六－

八－

九

平
成
二
十
八
年

 

十
月
十
日

仙
台
市
医
師
連
盟

永
井　

幸
夫

会
計
責
任
者

の

氏

名

松
永　
　

弦

阿
部　

信
一

平
成
二
十
八
年

 

六
月
二
十
四
日

出
川
ひ
ろ
か
つ
後
援
会

出
川　

博
一

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
明
石
台
一

－

二
六－

二

黒
川
郡
富
谷
町
明

石
台
一－

二
六－

二

平
成
二
十
八
年

 

十
月
十
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟

大
河
原
支
部

本
木　

拓
也

代

表

者

の

氏

名

本
木　

拓
也

斎
藤　

清
一

平
成
二
十
八
年

 

十
一
月
七
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

櫻
井　

俊
寛

本
木　

拓
也

若
生
ひ
で
と
し
後
援
会

若
生　

英
俊

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
今
泉
上
中

田
九
九

黒
川
郡
富
谷
町
今

泉
字
上
中
田
九
九

平
成
二
十
八
年

 

十
月
十
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
参
議
院
選
挙
区
第
二
支
部

熊
谷　
　

大

平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

青
木
ま
り
え
後
援
会

加
藤　

修
三

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

オ
ア
シ
ス
の
会

竹
澤　

顕
治

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

加
藤
よ
し
あ
き
後
援
会

玉
槻　

正
夫

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
日

ご
の
い
惣
一
郎
後
援
会

石
川
儀
一
郎

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
日

佐
々
木
幸
一
後
援
会

佐
々
木
光
留

平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日

名
取
の
未
来
を
ひ
ら
く
会

佐
々
木
昌
之

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日

ふ
る
か
わ
泰
広
後
援
会

（
設
立
届
出
年
月
日　

平
成
十
一
年
四
月
一
日
）

鈴
木　
　

忠

平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日

ふ
る
か
わ
泰
広
は
げ
ま
す
会

（
設
立
届
出
年
月
日　

平
成
十
一
年
四
月
一
日
）

添
田　
　

尚

平
成
二
十
五
年
四
月
三
十
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）
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〇
宮
選
管
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
五
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

ふ
る
か
わ
泰
広
後
援
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 23（
25. ４

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

ふ
る
か
わ
泰
広
は
げ
ま
す
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 23（
25. ４

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

自
由
民
主
党
宮
城
県
参
議
院
選
挙
区
第
二
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分
　
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
熊
谷
　
　
大

公
職
の
候
補
者
に
係
る
公
職
の
種
類
　
参
議
院
議
員

報
告
年
月
日
　
29. １

. ６
（
28. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

44,560,963 

　
　
　
前
年
繰
越
額

5,290,737 

　
　
　
本
年
収
入
額

39,270,226 

２
　
支
出
総
額

44,560,963 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

4,770,000 

　
　
　
個
人
分

1,660,000 

　
　
　
団
体
分

1,900,000 

　
　
　
政
治
団
体
分

1,210,000 

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

34,500,000 

　
　
　
自
由
民
主
党
本
部

34,500,000 

　
　
そ
の
他
の
収
入

226 

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

226 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

17,995,856 

　
　
　
人
件
費

9,569,054 

　
　
　
光
熱
水
費

128,845 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

1,933,116 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

ご
の
い
惣
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 23（
25. ５

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

ふ
る
か
わ
泰
広
後
援
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 23（
25. ４

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

ふ
る
か
わ
泰
広
は
げ
ま
す
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 23（
25. ４

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0
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事
務
所
費

6,364,841 

　
　
政
治
活
動
費

26,565,107 

　
　
　
組
織
活
動
費

4,294,646 

　
　
　
選
挙
関
係
費

12,000,000 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

9,274,080 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

9,274,080 

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

996,381 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
熊
谷
大

1,000,000 仙
台
市
宮
城
野
区

　
　
黒
坂
茂

100,000 黒
川
郡
富
谷
町

　
　
黄
川
田
仁
志

100,000 埼
玉
県
草
加
市

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

460,000 

　
〔
団
体
分
〕

　
　
㈱
ケ
ー
ユ
ー
ケ
ー

100,000 仙
台
市
若
林
区

　
　
宮
城
県
タ
ク
シ
ー
協
会

300,000 仙
台
市
若
林
区

　
　
㈱
三
晶

1,000,000 多
賀
城
市

　
　
㈱
ヒ
ル
ズ

100,000 柴
田
郡
大
河
原
町

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

400,000 

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
塩
釜
医
師
連
盟

300,000 塩
竈
市

　
　
日
本
柔
道
整
復
師
連
盟

100,000 東
京
都
台
東
区

　
　
全
国
た
ば
こ
耕
作
者
政
治
連
盟

100,000 東
京
都
港
区

　
　
自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
九
選
挙
区
支
部

100,000 東
京
都
千
代
田
区

　
　
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
事
業
政
治
連
盟

300,000 東
京
都
新
宿
区

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

310,000 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

青
木
ま
り
え
後
援
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 11（
28. 12. 28解

散
）

１
　
収
入
総
額

222,492 

　
　
　
前
年
繰
越
額

222,492 

２
　
支
出
総
額

0 

オ
ア
シ
ス
の
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 11（
28. 12. 28解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

加
藤
よ
し
あ
き
後
援
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 30（
29. １

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

佐
々
木
幸
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 23（
28. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

名
取
の
未
来
を
ひ
ら
く
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 19（
28. 12. 28解

散
）

１
　
収
入
総
額

400,000 

　
　
　
本
年
収
入
額

400,000 

２
　
支
出
総
額

378,923 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

400,000 

　
　
　
個
人
分

400,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

107,941 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

87,941 

　
　
　
事
務
所
費

20,000 

　
　
政
治
活
動
費

270,982 

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

269,902 

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

269,902 

　
　
　
そ
の
他
の
経
費

1,080 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕
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〇
宮
選
管
告
示
第
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
九
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

土
井　

光
正

東
松
島
市
議
会
議

員

土
井
み
つ
ま
さ
後
援

会

東
松
島
市
大
曲
字
貝
田
七
〇

平
成
二
十
九
年

 

一
月
九
日

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
地
先
海
面
に
お

け
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
、
か
つ
お
、
さ
め

等
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
流
し
網
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
の
承
認

　

 　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
記
平
成
二
十
九
年
度
か
じ
き
等

流
し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
（
以
下
「
要
領
」
と
い
う
。）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

操
業
の
承
認
の
対
象

　

 　

次
の
１
又
は
２
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場

合
に
は
承
認
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　

１ 　

前
年
度
に
お
い
て
承
認
を
受
け
て
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
営
み
、
か
つ
、
宮
城
県
内
の
港
に
漁
獲
物
を
陸
揚

げ
し
た
実
績
を
有
す
る
者

　

２　

そ
の
他
委
員
会
が
認
め
た
者

四　

漁
獲
物
の
陸
揚
制
限

　

 　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
本
県
の
漁
港
に
漁
獲
物
を
水
揚
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五　

操
業
の
承
認
の
条
件
及
び
制
限

　
　

操
業
の
承
認
に
は
、
次
の
条
件
を
付
す
る
。

　

１　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

　

２　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
、操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
一
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

　

３　

禁
止
区
域

　
　

 　

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
、
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
、
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

ア　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

　
　

イ　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

　
　

ウ　

宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

　
　

エ　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

　
　

オ　

宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
十
海
里
の
点

　
　

カ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
二
十
五
海
里
の
点

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

400,000 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

加
藤
よ
し
あ
き
後
援
会

報
告
年
月
日
　
29. １

. 30（
29. １

. 30解
散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0
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キ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

　

４　

漁
具
の
制
限

　
　

㈠ 　

宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
網
目
は
十
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡　

二
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

５　

漁
具
の
標
識

　
　
　

敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
、
水
面
上
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈠　

両
端
部
の
浮
標

　
　
　

 　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。）、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

　
　

㈡　

中
間
部
の
お
お
む
ね
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

　
　
　
　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

　
　

㈢ 　

㈠
及
び
㈡
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
、
少
な
く
と
も
二
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６　

塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　
　

 　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
、
船
橋
の
周
囲
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で

塗
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

　

７ 　

１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
、
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農

林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　　

  

　

８　

漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　
　

 　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

六　

承
認
の
取
消
し

　
　

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　

平
成
二
十
九
年
度
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
承
認
申
請
）

第 

一　

操
業
の
承
認
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
そ

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
を
経
由
し
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号　

宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課
内
。
以
下「
委
員
会
」と
い
う
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

 　

な
お
、
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
が
操
業
承
認
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

の
副
申
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 　

操
業
承
認
申
請
書
の
受
理
期
間
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
制
限
に
関
す
る
委
員
会
指
示
（
以
下
「
委
員
会
指

示
」
と
い
う
。）
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
六
日
ま
で
と
す
る
。

３　

操
業
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

㈠　

操
業
承
認
申
請
一
覧
表
（
様
式
第
二
号
）

　

㈡ 　

委
員
会
指
示
三
の
１
に
該
当
す
る
者
は
水
揚
仕
切
書
写
、
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書
（
様
式
第
三
号
）、
そ
の
他
の

者
は
申
請
理
由
書

　

㈢　

印
鑑
証
明
書

　

㈣　

漁
船
原
簿
謄
本

　

㈤　

年
間
事
業
計
画
書
（
様
式
第
四
号
）

　

㈥　

共
同
申
請
の
場
合
は
、
代
表
者
選
定
届
及
び
申
請
理
由
書

　

㈦　

用
船
の
場
合
は
、
船
舶
使
用
承
諾
書
及
び
申
請
理
由
書

　

㈧　

代
船
の
場
合
は
、
旧
船
の
廃
業
届
又
は
抹
消
漁
船
原
簿
謄
本

　

㈨　

㈠
〜
㈧
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
承
認
証
の
交
付
）

第 

二　

委
員
会
は
、
操
業
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
揚
げ
る
漁
港
で
、
当
該
承
認
に
係
る
漁
船
（
漁

ろ
う
装
置
、
漁
網
を
含
む
。）
を
確
認
の
上
、
操
業
承
認
証
（
様
式
第
五
号
。
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。）
を
申
請

者
又
は
操
業
責
任
者
に
交
付
す
る
。

２ 　

承
認
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
承
認
証
の
交
付
を
希
望
す
る
漁
港
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
に
連
絡
の
上
、
承
認
証
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
提
出
し
、
そ
の
指

示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

塩
釜
市
新
浜
町
一
丁
目
九－

一

　

電
話　

〇
二
二－

三
六
六－

一
二
三
一

塩

釜

港

宮
城
県
東
部
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四－

三
十
二

　

電
話　

〇
二
二
五－

九
五－

一
四
七
三

女

川

港

石

巻

港

宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振

興
事
務
所
水
産
漁
港
部

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
四
七－

六

　

電
話　

〇
二
二
六－

二
二－

六
八
五
一

気

仙

沼

港

志

津

川

港

　

（
承
認
証
の
書
換
え
交
付
）      

第 

三　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
書

換
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
書
換
え
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
号
の
場
合
に
は
、
第
一
の
３
の
㈨
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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（
承
認
証
の
再
交
付
）

第 
四　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
再
交

付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
）

第
五　

委
員
会
指
示
五
の
８
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
別
記
）

　
指
示
様
式
第
1
号

宮
か
じ
き
第
　
　
号

　
１
 　
文
字
及
び
数
字
（
承
認
番
号
）
の
大
き
さ
は
，
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，
太
さ
は
1.5セ

ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
と
す
る
。

　
２
 　
文
字
，
数
字
（
承
認
番
号
）
及
び
枠
は
，
夜
光
塗
料
を
配
合
し
た
朱
色
と
す
る
。

　
指
示
様
式
第
2
号

船
　
　
　
　
　
名

根
　
拠
　
地
　
名

　
１
　
標
識
は
，
黄
色
の
布
地
と
す
る
。

　
２
　
標
識
の
大
き
さ
は
，
縦
横
と
も
80セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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領
様
式
第
1
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日

　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
操
業
期
間
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

　
２
　
操
業
区
域
　
宮
城
県
地
先
海
面

　
３
　
使
用
船
舶

　
　
⑴
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
　
⑵
　
漁
船
登
録
番
号

　
　
⑶
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
　
⑷
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

　
４
　
承
認
証
交
付
希
望
港

 
（
Ａ
４
縦
）



（17）　平成29年２月17日　金曜日 第2834号宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
2
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
一
覧
表

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　

 
漁
業
協
同
組
合
長
　
㊞
　

 
（
支
所
運
営
委
員
長
）
　
　

※
承
認
番
号

漁
船
登
録
番
号

船
　
　
　
名

総
ト
ン
数

馬
力
数

操
業
期
間

申
　
　
　
　
　
　
請
　
　
　
　
　
　
者

承
認
証

交
　
　
付

希
望
港

前
年
度

承
認
番
号

※
前
年
度

実
績
の

有
　
　
無

住
　
　
　
　
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

　
　
※
印
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

 
（
Ａ
４
横
）



第2834号　平成29年２月17日　金曜日 （18）宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
3
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

 
宮
城
県
　
　
　
　
魚
市
場
　
㊞
　
　
　

　
 　
下
記
の
と
お
り
当
市
場
に
陸
揚
げ
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

記

　
１
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
２
　
漁
船
登
録
番
号

　
３
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
４
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

　
５
　
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
６
　
陸
揚
実
績
表
　

 
項
　
目

月
　
日

魚
　
　
種
　
　
別
　
　
漁
　
　
獲
　
　
高

合
　
　
　
　
　
計

ま
ぐ
ろ

か
じ
き

か
つ
お

そ
の
他

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

月
　
　
日

㎏
㎏

㎏
㎏

㎏

円
円

円
円

円

 
（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
4
号

年
　
　
間
　
　
事
　
　
業
　
　
計
　
　
画
　
　
書

　
　
　
船
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
漁
業
種
類

区
　
　
分

漁
業

漁
業

漁
業

合
　
　
計

漁
獲
物
の
種
類

操
業

期
間

操
業

日
数

航
　
　
海
　
　
数

漁
獲
予
想
数
量

漁
獲
予
想
金
額

乗
組

員
数

所　　要　　経　　費

人
件

費

燃
料

費

　
費

　
費

　
費

　
費

合
計

 
（
Ａ
４
縦
）



（19）　平成29年２月17日　金曜日 第2834号宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
5
号

（
表
）

 
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
　

１
　
操
業
期
間

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
ま
で
　
　
　
　
　

２
　
操
業
区
域
　
　
　
　
宮
城
県
地
先
海
面

３
　
使
用
船
舶

　
⑴
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
⑵
　
漁
船
登
録
番
号

　
⑶
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
⑷
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
ジ
ー
ゼ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

４
　
条
件
及
び
制
限
（
裏
面
記
載
の
と
お
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
会
　
　
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

 
（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
5
号

（
裏
）

条
　
件
　
及
　
び
　
制
　
限

１
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
に
際
し
，
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

２
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
，操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
１
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

３
　
禁
止
区
域

　
 　
次
の
ア
，
イ
，
ウ
，
エ
，
オ
，
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
，
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
，
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
，
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
ア
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

　
イ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
10海
里
の
点

　
ウ
　
宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
10海
里
の
点

　
エ
　
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
10海
里
の
点

　
オ
　
宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
10海
里
の
点

　
カ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
25海
里
の
点

　
キ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

４
　
漁
具
の
制
限

　
⑴
 　
宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
12キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
，
か
つ
，
網
目
は
15セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑵
　
２
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
漁
具
の
標
識

　
 　
敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
，
水
面
上
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
両
端
部
の
浮
標

　
　
 　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。），
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

　
⑵
　
中
間
部
の
お
お
む
ね
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

　
　
 　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
，
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

　
⑶
 　
⑴
及
び
⑵
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
，
少
な
く
と
も
２
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　
 　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
，
船
橋
の
周
囲
を
30セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で
塗

装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
 　
１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
，
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
６
年
農

林
水
産
省
令
第
54号
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　
 　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
終
了
後
１
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

９
　
承
認
の
取
消
し

　
　
 　
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
，
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。



第2834号　平成29年２月17日　金曜日 （20）宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
6
号

承
　
認
　
証
　
交
　
付
　
申
　
請
　
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
地
方
振
興
事
務
所
長
　
殿

　
　
（
水
産
漁
港
部
扱
い
）

　
　
　
　
船
主
又
は
操
業
責
任
者

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
漁
委
第
　
　
　
号
で
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
ま
し
た

が
，
出
漁
の
準
備
が
完
了
し
た
の
で
，
確
認
の
上
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
く
下
記
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
漁
船
登
録
番
号
 

　
４
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
５
　
希
望
日
時
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時

　
６
　
交
付
希
望
港
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
港

　
７
　
そ

の
他
　
　
（
連
絡
先
等
）

 
（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
7
号

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
書
換
交
付
申
請
書

　
 　
先
に
交
付
を
受
け
た
承
認
証
の
記
載
事
項
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
，
書
換
え
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
記
載
事
項
　
　
　
　

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
前

変
　
　
　
　
更
　
　
　
　
後

　
４
　
書
換
を
必
要
と
す
る
理
由

 
（
Ａ
４
縦
）



（21）　平成29年２月17日　金曜日 第2834号宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
8
号

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
再
交
付
申
請
書

　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
を
滅
失
（
き
損
）
し
た
の
で
，
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
滅
失
（
き
損
）
の
理
由

 
（
Ａ
４
縦
）



第2834号　平成29年２月17日　金曜日 （22）宮　　城　　県　　公　　報
要
領
様
式
第
9
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
成
績
報
告
書

　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

様
　
式
　
番
　
号

県
名

漁
業

種
類

整
理
番
号

漁
船
登
録
番
号

ト
　
ン
　
数

Ｐ
Ｓ
又
は

キ
ロ
ワ
ッ
ト

漁
法

通
常
従

業
員
数

陸
　
　
　
　
　
揚
　
　
　
　
　
港

１
２
～
６

７
・
８
９
・
10
11・
12

13～
15

16～
20

21～
25

26～
29

30
31・
32

33～
35

36～
38

＆
１
１
６
１
２
０
０
＊
＊
４
３
＊
＊
＊

＊
港

港

航
海
日
数

操
業
日
数

39～
41

42～
44

45～
51

52～
54

＊
～
＊

＊
＊
＊

投
網
年
月
日

投
　
　
網
　
　
位
　
　
置
　
　
等

網
魚
　
　
　
種
　
　
　
別
　
　
　
漁
　
　
　
獲
　
　
　
量
　
　
　
（
尾
　
　
　
数
）

備
　
　
　
考

年
月

日
北　緯

南　緯
緯
　
度
東　経

西　経
経
　
度

農
林
漁
区
表
面
水
温

（
℃
）

投
　
網

反
　
数

（
反
）

１反の
長
さ

（
ｍ
）

目合の
大きさ
（
㎝
）

か
　
　
　
じ
　
　
　
き
　
　
　
類

ま
　
　
ぐ
　
　
ろ
　
　
類
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ん
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ば
ち
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陸
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備
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１
　
投
網
年
月
日
，
投
網
位
置
等
，
網
及
び
魚
種
別
漁
獲
量
の
欄
は
，
操
業
一
日
ご
と
に
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
投
網
位
置
は
，
緯
経
度
又
は
農
林
漁
区
番
号
の
い
ず
れ
か
一
方
を
記
入
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
，
緯
経
度
は
分
の
単
位
ま
で
記
入
し
，
北
緯
，
南
緯
，
東
経
，
西
経
の
別
は
い
ず
れ
か
一
方
に
〇
印
を
つ
け
る
こ
と
。

３
　
＊
印
を
付
し
た
欄
は
，
記
入
し
な
い
こ
と
。
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